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【 請 求 項 １ 】
主 た る 制 御 を 行 う 主 制 御 部 と 、
前 記 主 制 御 部 か ら の 指 令 に 基 づ い て 表 示 制 御 を 行 う 表 示 制 御 部 と を 備 え た 遊 技 機 に お い て
、
前 記 表 示 制 御 部 は 、 前 記 主 制 御 部 か ら の 表 示 制 御 指 令 に 基 づ い て 、 終 了 す る ま で の 表 示 制
御 を 開 始 さ せ る 開 始 制 御 手 段 と 、 前 記 主 制 御 部 か ら の 表 示 制 御 指 令 に 基 づ い て 開 始 制 御 手
段 に よ る 表 示 制 御 を 終 了 さ せ る 終 了 制 御 手 段 と を 具 備 し て お り 、 か つ 、 前 記 開 始 制 御 手 段
は 、 前 記 表 示 制 御 指 令 に 基 づ い て 少 な く と も 表 示 時 間 及 び 確 定 表 示 図 柄 を 決 定 す る と と も
に 、 該 決 定 さ れ た 表 示 時 間 及 び 確 定 表 示 図 柄 に 応 じ て 表 示 制 御 を 開 始 さ せ 、 前 記 表 示 制 御
中 に 非 確 定 表 示 状 態 に あ る 図 柄 の 態 様 を 少 な く と も １ 回 切 換 え る と と も に 、 当 該 切 換 の タ
イ ミ ン グ を 変 更 可 能 と し 、
前 記 開 始 制 御 手 段 は 、 前 記 決 定 さ れ た 表 示 時 間 が ほ ぼ 経 過 す る 時 点 で 図 柄 を 仮 表 示 す る も
の で あ っ て 、 前 記 表 示 図 柄 が 所 定 条 件 を 満 た す 場 合 に は 、 図 柄 を 仮 表 示 す る 時 期 が 所 定 期
間 早 期 化 さ れ る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
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